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村内で出ている村内で出ている二酸化炭素二酸化炭素のの量量ってってどのくらい？どのくらい？
　村では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、「第３次東海村環境基本計画（令和３～７年度）」
に基づき、“村内のどこからどのくらいの二酸化炭素が排出されているか”を調べています。今年度調査した結
果、令和６年度の村内全体の年間排出量は17万5,541トン－CO2となり、基準年である平成25年度と比較する
と18.5パーセントの減少となりました。
　「第３次東海村環境基本計画」に掲げる目標である、「二酸化炭素排出量基準年度比44.3パーセント削減」を実
現するためには、一人ひとりが省エネを意識した行動をすることが重要です。家庭や事業所でできる省エネ行
動（エアコン設定温度の調整･ＬＥＤ照明への交換･省エネ家電への買い替えなど）に積極的に取り組みましょう。
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【令和６年度 東海村CO2排出量の主体別･排出源別割合】

基準年度
（平成25年度） 排出量：21万5,333トン－CO2

目標年度
（令和12年度）

排出量：11万9,940トン－CO2

（基準年度と比較して44.3パー
セント削減）

※基準値･目標値･調査結果は、村独自の推計により
　算出した数値です。

　新築や結婚、出生を記念して緑化木を配布する「緑化木配布事業」と、住宅の敷地境界等への生垣設置費用の
一部を補助する「生垣設置補助金」が、令和７年度で終了します。申請を検討している方は、申請期限までに申
し込みください。

申請はお済みですか？
令和７年度で「緑化木配布事業」「生垣設置補助金」が終了します

【申し込み･問い合わせ】環境政策課環境計画･緑化推進担当（☎282-1711 内線1454）

緑化木配布事業
　対象者となる方には、住宅新築時
の家屋調査、婚姻や出生の届け出の
際に申請書を配布しています。
申請期限▼２月27日（金）

生垣設置補助金
　３月31日（火）までに設置が完了
し、完了報告書を提出することがで
きる方が対象となります。生垣の設
置作業前に申請する必要があります
ので、ご注意ください。▲村公式HP ▲村公式HP

【削減の基準値および目標値】
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